
議

案

第

六

十

九

号

杉

並

区

保

育

の

実

施

等

に

係

る

費

用

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

九

年

十

一

月

二

十

七

日提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

保

育

の

実

施

等

に

係

る

費

用

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

保

育

の

実

施

等

に

係

る

費

用

徴

収

条

例

（

平

成

九

年

杉

並

区

条

例

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

二

項

中

「

第

五

十

六

条

第

十

一

項

」

を

「

第

五

十

六

条

第

十

項

」

に

改

め

る

。

別

表

第

一

中

「

三

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

一

、

七

〇

〇

円

」

に

、

「

一

六

、

八

〇

一

円

未

満

」

を

「

九

、

三

〇

〇

円

未

満

」

に

、

「

一

六

、

八

〇

一

円

以

上

三

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

九

、

三

〇

〇

円

以

上

一

六

、

七

〇

〇

円

」

に

、

「

三

○

、

○

○

○

円

以

上

六

○

、

○

○

○

円

」

を

「

一

六

、

七

○

○

円

以

上

三

三

、

三

○

○

円

」

に

、

「

六

○

、

○

○

○

円

以

上

九

○

、

○

○

○

円

」

を

「

三

三

、

三

○

○

円

以

上

五

○

、

○

○

○

円

」

に

、

「

が

九

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

が

五

○

、

○

〇

〇

円

」

に

、

「

一

二

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

六

六

、

七

〇

〇

円

」

に

、

「

一

五

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

八

三

、

三

〇

〇

円

」

に

、

「

一

八

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

一

〇

二

、

五

〇

〇

円

」

に

、

「

二

一

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

一

三

五

、

九

〇

〇

円

」

に

、

「

二

四

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

一

六

九

、

二

〇

〇

円

」

に

、

「

二

七

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

二

〇

二

、

五

〇

〇

円

」

に

、

「

三

〇

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

二

三

五

、

九

〇

〇

円

」

に

、

「

三

三

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を



「

二

六

九

、

二

〇

〇

円

」

に

、

「

三

六

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

三

〇

二

、

五

〇

〇

円

」

に

、

「

三

九

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

三

三

五

、

九

〇

〇

円

」

に

、

「

四

二

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

三

六

九

、

二

〇

〇

円

」

に

、

「

四

五

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

四

〇

二

、

五

〇

〇

円

」

に

、

「

六

〇

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

五

六

九

、

二

〇

〇

円

」

に

、

「

七

五

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

七

三

五

、

九

〇

〇

円

」

に

、

「

九

〇

〇

、

〇

〇

〇

円

」

を

「

九

〇

二

、

五

〇

〇

円

」

に

改

め

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

四

条

第

二

項

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

保

育

の

実

施

等

に

係

る

費

用

徴

収

条

例

別

表

第

一

の

規

定

は

、

平

成

二

十

年

四

月

以

後

の

月

分

の

徴

収

額

か

ら

適

用

し

、

同

年

三

月

以

前

の

月

分

の

徴

収

額

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

（

提

案

理

由

）

保

育

料

算

定

の

基

準

と

な

る

階

層

区

分

の

所

得

税

額

を

改

め

る

等

の

必

要

が

あ

る

。



杉

並

区

保

育

の

実

施

等

に

係

る

費

用

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

新

条

例

旧

条

例

（

督

促

及

び

滞

納

処

分

）

（

督

促

及

び

滞

納

処

分

）

第

四

条

略

第

四

条

略

２

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

督

促

を

受

け

た

２

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

督

促

を

受

け

た

者

が

そ

の

期

限

ま

で

に

納

付

し

な

い

と

き

は

、

法

者

が

そ

の

期

限

ま

で

に

納

付

し

な

い

と

き

は

、

法

第

五

十

六

条

第

十

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

地

方

第

五

十

六

条

第

十

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

地

方

税

の

滞

納

処

分

の

例

に

よ

り

処

分

す

る

こ

と

が

で

税

の

滞

納

処

分

の

例

に

よ

り

処

分

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

き

る

。

資 料 １



N

達

鋼

在籍入所児童の属する世帯の階層区分新旧対照表

階　層

吐
18

19

20

21

【改正後】

定義及び条件

生活保護法に圭至樫保護世帯

A階層
を除き
前年分
所得税
非課税
世帯

前年度分住民税非課税

前年度分住民税課税額均等割のみ

　　　〃　　　　　5，000門未満

〃 5，000円以上

所得税課税額上皿円未満

ユエ9P円以上 胸円未満
虹円 〃　　⊥㎜円　〃

工胆円

山門
〃　　鋤円　〃

〃　　㎜円　〃

胆円
蛆円
山田

〃　　㎜円　〃

〃　　雌円　〃

〃　工雌円　〃

A階層
を除き
前年分
所得税
課税世
帯

⊥雌円 〃 雌円”…
⊥独円 〃 地円　・

雌円 〃　2蛆円
〃　幽門

〃

2雌円
2独円 〃　2㎜円

2幽門 〃

幽門

〃

〃

〃

雌円
〃 幽門　一1・

幽門
〃 幽門　〃

雌円
〃

螂円
〃

雌円　〃
幽門　〃

拠円
〃 ユ幽門　〃

エ独円　〃 雌円　〃

蜘閂
〃

【改正前】

A階層
を除き
前年分
所得税
非課税
世帯

生活保護法による被保護憧帯

前年度分住民税非課税

前年度分住民税課税額均等割のみ

〃

〃

5．O00Pヨ未満

旧1」年分

5，000円以上

一所得税課税額㎜円未満

蛆円以上　ユ蜘円未満
⊥蜘円 〃　　旦蛆円　〃

独内 ll　ω円　〃

ω円
㎜円

〃　　幽門　〃

〃　⊥幽門　〃

蛆円
⊥㎜円
⊥㎜円

雌円

〃

〃

〃

〃

⊥幽門一〃

⊥㎜円　〃

㎜円　〃
蛆円　〃

2雌円
2雌円

”型円・
〃　㎜円　〃

雌円 〃　雌円　〃

雌円．・ 蛆円　〃

雌円 〃　蛆円

雌円 〃　蛆円

〃

〃

蝉円 〃　蛆円　〃

蜘円 〃　㎜円　〃

雌円 〃　ユ蛆円　〃
〃

〃

ユ蛆円 〃　雌円　〃

雌円 〃

徴収月額（児童単位）

3歳未満児

0円

0円

1・900円．。

2，400円

3，100円

6，700円

8，300円

9，400円

15，400円

19，100円

21，500円

23，600円

25，500円

27，500円

29・200円．

31．OOO円

32，500円

34，200円

35，700円

37，200円

38，500円

40．OOO円

43，400円

48，900円

53，700門

一5フ，500円

3歳児

0円

○円

1，300円

2，000円

2，700円

5，600円

7，300円

9，300円

10，900円

12，700円

14，300円

15，800円

17，O00円

18，200円

19，500円

20，700円

21，600円

22，600円一

4歳以上児

“害＿

○円

1，300円

2．O00FIヨ

2，600円

5，600円

7，200円

9■200咀．

10，800円

12，600円

14，200円

一15，7b0円

16，900円

18，OOO円


	議案第６９号　杉並区保育の実施等に係る費用徴収条例の一部を改正する条例



